
　上天草市と本村は地域活性化や災害時などの相互の協力強化のため、令和元年7月に包括連携協定を締結してい
ます。今回、住民同士がそれぞれの市と村を訪れる機会を作ることで、住民相互の交流促進と宿泊施設などの活性
化および地域の発展につなげることを目的に、「南阿蘇×上天草 相互宿泊キャンペーン」を行います。
　詳しくは村ホームページをご覧ください。

割引対象外（熊本市在住など）の人と一緒に泊まる場合はどうなりますか？
精算時に対象の人のみを割引いたします。（合計宿泊料金からの割引にはなりません）
子どもも対象になりますか？
宿泊料金が税込5,000円を超えている場合は対象となります。マイナンバーカードなどのご住所が
確認できるものをご提示ください。
ネット予約はできますか？
対象の宿泊施設により販売方法・窓口が異なります。各宿泊施設へ直接お問い合わせください。
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上天草に泊まろう! 南阿蘇×上天草 相互宿泊キャンペーン 11月は児童虐待防止推進月間です
　児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しており、特に子どもの生命が奪われるなど重大な事件が後を
絶たず、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。
　厚生労働省では、平成16年度から児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐
待問題に対する社会的関心の喚起のため、積極的な啓発活動を行っています。
　いじめや虐待などの悩みについて、次の窓口にて相談を受け付けていますのでご利用ください。

　チャイルドラインは、18歳までの子どものた
めの相談先です。
　なやみや誰かと話したい時、チャイルドライン
とつながってください。

運営：特定非営利活動法人（NPO法人）チャイル
ドライン支援センター

チャイルドライン

　令和7年度保育所等入所申込の受付を行います。入所を希望する人は、受付期間
中に申し込みをしてください。現在保育所などに入所している人で、引き続き入所
を希望する場合も申し込みが必要です。
　また、令和7年度の途中に入所を希望する人や村外の幼稚園などを利用する人も
入所受付を開始しますので早めにご相談ください。
　必要書類など、詳しくは村ホームページをご確認ください。
■入所にあたっては次のいずれかの事由（保育の必要性）に該当することが必要です。
①月64時間以上就労している
②妊娠中か出産後間もない
③保護者が病気、または身体に障がいを有している
④長期間にわたり疾病状態にある、または障がいを有する親族を介護している
⑤震災、火災、風水害などで災害の復旧にあたっている
⑥起業準備を含む求職活動を継続して行っている
⑦就学（職業訓練校における職業訓練を含む）している
⑧育児休業中に既に保育を利用している子どもの継続利用が必要
⑨その他村長が認める①から⑧に類する状態

■申込受付期間・場所
　11月11日（月）から22日（金）（土日、祝日を除く）
　午前9時から午後4時まで　役場庁舎1階にて

令和7年度 保育所等入所申込のご案内

〈問い合わせ〉子育て支援課 子育て支援係　℡0967（67）2715 〈問い合わせ〉子育て支援課 子育て支援係　℡0967（67）2715

村HP

℡0120（99）7777
（毎日 午後4時～9時）

　「どんなひとの、どんななやみにもよりそって、
いっしょに解決する方法をさがします」
　自殺予防・DV・性暴力・セクシャルマイノリ
ティの専門回線もあります。
　外国語による相談もあります（9カ国語）

運営：一般社団法人社会的包摂サポートセンター

よりそいホットライン

℡0120（279）338
（24時間）

　18歳未満の子どもに関する、さまざまな相談。
　虐待に関する相談など。
　電話は、住んでいる地域の児童相談所につなが
ります。

児童相談所 全国共通ダイヤル

℡189（24時間）

　いじめでこまったり、自分や友人の安全に不安
があったりしたら、1人でなやまず、いつでもす
ぐに電話で相談してください。

運営：文部科学省

24時間こどもSOSダイヤル（通話無料）

℡0120（0）78310
（24時間）

　学校でいじめをうけて学校に行きたくない、親
から虐待されている、でも先生や親には言えない
…だれに相談していいかわからない…。
　もしもそんな苦しみをかかえていたら、1人で
なやまずにお電話ください。
　電話は、近くの法務局・地方法務局につながり、
相談は、法務局職員または人権擁護委員がお受け
します。
　相談は無料で、秘密は守ります。

運営：法務省

子どもの人権110番
じん　けん

℡0120（007）110
（平日午前8時30分～午後5時15分）
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　妊娠・出産・子育てについて、お気軽にご相談
ください。

こども家庭センター
（役場 子育て支援課内）

℡0967（67）2715
（月～金曜（祝日、年末年始を除く）
 午前8時30分～午後5時）

ち

きょく

りょう

ほう

む ひ みつ

でん わ

じんけんよう ご い いん

む

対 象 期 間　11月1日（金）～令和7年2月28日（金）
利用対象者　村民（予約人数500人に達したら終了）
割 引 内 容　村民が上天草市の宿泊施設に泊まる場合、

宿泊代金の20％が割引されます。（ただ
し、一人一泊当たり4,000円上限）

利 用 方 法　宿泊予約の際に直接宿泊施設へキャン
ペーン利用の旨をお伝えください。直接
予約のみ割引対象です。　　　　　　　
チェックイン時に本人確認できる書類を
ご提示ください。

対 象 施 設　随時ホームページで公開し
ています。詳細は村ホーム
ページをご覧ください。

〈問い合わせ先〉
　企画観光課 商工観光係
……………………℡0967（67）1112

　天草四郎観光協会
……………………℡0964（56）5602

　（一社）みなみあそ観光局
……………………℡0967（67）2222

村HP

天草四郎観光協会HP

よくある
ご質問

Q&A
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